
 

 

平成２５年６月亀山市議会定例会 報告 

専決条例の制定・改廃の背景及び趣旨 
 

                               

                                 頁 

報告第１１号 亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例・・１  

報告第１２号 亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する  

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２  



1 

 

件   名  
亀山市都市計画税条例の一部

を改正する条例  

財 務 部 

税 務 室 

 

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）の公布に伴い、  

平成２５年４月１日から施行が必要であった規定について、所要の改正を

行ったものです。  

なお、この改正は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成  

２５年３月３１日付けで専決処分したものです。  

 

２ 改正内容  

地方税法において、都市計画税の課税標準の特例措置について、廃止等

の措置が講じられたことに伴い、本条例において関連する条項の整理を行

いました。                  ＜附則第１２項関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２５年４月１日とし、平成２５年度以後の年度分の都市

計画税について適用することとしました。  



2 

 

件   名  
亀山市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例  

市民文化部 

保険年金室  

 

１   制定・改廃の背景と趣旨  

地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）の公布に伴い、  

平成２５年４月１日から施行が必要であった規定について、所要の改正を

行ったものです。  

なお、この改正は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成  

２５年３月３１日付けで専決処分したものです。  

   

２ 改正内容  

（１）国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する

国民健康保険の被保険者の属する世帯の国民健康保険税について、移行

後５年目までの間の世帯別平等割額の２分の１を軽減する措置に加え、

移行後６年目から８年目までの間においても世帯別平等割額の４分の１

を軽減する措置を講ずることとしました。  

＜第６条、第１０条及び第２６条関係＞  

（２）国民健康保険税の軽減措置に係る基準額等の算定において、国民健康

保険から後期高齢者医療に移行後５年目までの間に限り当該移行した者

を含めて算定することとしている措置を恒久化することとしました。  

＜第６条、第１０条及び第２６条関係＞  

 

３ その他  

施行日は、平成２５年４月１日とし、平成２５年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用することとしました。  
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